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緒

北
宋
艇
暦
年
間
の
官
売
法
下
末
塩
紗
制
度
の
混
乱
に
つ
い
て
（
幸

一
、
対
西
夏
辺
境
戦
争
と
中
央
財
政
の
困
難
化

戸

幸

九

北
宋
の
首
都
開
封
府
へ
の
東
南
地
方
財
源
吸
収
策
の
一
環
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
官
売
法
下
末
塩
紗
（
以
下
末
塩
紗
）
の
制

度
に
つ
い
て
は
、
既
に
幾
つ
か
の
論
考
に
よ
っ
て
そ
の
制
度
の
概
観
又
は
要
綱
に
触
れ
て
い
る
し
、
末
塩
紗
制
度
成
立
の
事
情
や
そ
の
中

核
と
な
る
末
塩
紗
の
京
師
現
銭
発
行
法
の
定
着
に
つ
い
て
も
詳
考
を
発
表
し
て
い
る
。
本
考
は
、
こ
の
よ
う
な
創
制
期
の
過
程
を
経
て
制

度
的
安
定
の
基
盤
を
得
た
末
塩
紗
が
、
そ
の
制
度
的
展
開
の
出
端
を
挫
か
れ
る
よ
う
に
、
俄
に
迎
え
た
康
定
・
慶
暦
年
間
の
対
西
夏
辺
境

戦
争
と
そ
れ
に
伴
う
財
政
危
機
に
よ
っ
て
、
混
乱
に
露
さ
れ
た
過
程
を
考
察
し
、
そ
の
混
乱
に
よ
っ
て
末
塩
紗
制
度
の
母
胎
で
あ
る
東
南

官
売
塩
法
体
制
も
重
大
な
動
揺
を
受
け
た
こ
と
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
末
塩
紗
制
度
の
創
制
と
そ
の
混
乱
・
収
拾
の
経

過
の
梢
細
密
な
考
察
は
、
束
南
官
売
塩
法
体
制
・
末
塩
紗
制
度
の
要
綱
や
制
度
的
展
開
の
考
察
に
役
立
つ
ば
か
り
で
な
く
、
解
州
顆
塩
制

度
や
茶
法
・
便
銭
制
度
な
ど
の
考
察
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
形
制
度
の
広
域
商
業
機
動
力
に
依
存
す
る
宋
代
財
政
制
度
の
重
要

局
面
を
理
解
す
る
に
役
立
ち
、
併
せ
て
手
形
行
使
に
集
約
さ
れ
る
形
で
の
南
北
広
域
流
通
商
業
の
量
的
側
面
の
考
察
に
も
甚
だ
役
立
つ
も

の
が
あ
る
。

北
宋
時
代
の
北
方
辺
境
戦
争
に
起
因
す
る
国
家
財
政
の
窮
乏
と
そ
れ
に
伴
う
政
府
発
行
手
形
諸
制
度
の
混
乱
に
つ
い
て
は
、
解
塩
紗
や

徹

北
宋
慶
暦
年
間
の
官
売
法
下
末
塩
紗
制
度
の
混
乱
に
つ
い
て
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'、 茶
紗
や
禁
京
通
商
法
期
の
通
商
法
下
末
塩
紗
な
ど
に
関
す
る
若
干
の
論
考
や
知
識
が
あ
る
が
、
官
売
法
下
末
塩
紗
に
つ
い
て
は
そ
の
既
成

知
識
も
乏
し
い
の
で
、
解
塩
紗
・
茶
紗
の
混
乱
と
並
行
し
て
末
塩
紗
の
制
度
的
混
乱
を
見
る
必
要
が
あ
る
。

康
定
・
慶
暦
年
間
を
主
と
す
る
対
西
夏
戦
に
伴
う
中
央
財
政
困
難
化
の
現
象
に
つ
い
て
は
、
続
資
治
通
鑑
長
編
（
以
下
長
編
）
巻
二
百

九
治
平
四
年
閏
三
月
丙
午
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
の
が
印
象
深
い
。

翰
林
学
士
承
旨
張
方
平
、
又
奏
疏
論
国
計
曰
、
…
（
中
略
）
…
。
宝
元
康
定
中
、
夏
寇
阻
命
、
西
師
在
野
。
既
衆
軍
馬
、
即
須
入
中

糧
草
。
在
京
支
還
交
紗
銀
銭
物
吊
、
一
歳
約
支
一
千
萬
貫
以
上
。
三
司
無
以
計
置
、
即
須
内
努
供
給
。
慶
暦
二
年
三
年
連
年
支
撥
内

庫
銀
紬
絹
、
只
此
両
次
六
百
萬
匹
両
。
三
司
以
補
不
足
、
尋
即
支
泰
゜

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
西
夏
と
の
交
戦
の
た
め
に
集
結
さ
れ
た
軍
隊
の
糧
草
調
達
費
を
映
西
地
方
財
政
の
み
で
賄
う
こ
と
は
出
来
な
い
の

で
、
商
人
の
糧
草
入
中
の
代
価
支
払
は
京
師
開
封
府
で
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
映
西
軍
事
費
の
相
営
部
分
を
中
央
財
政
が
負
担
す
る
わ
け

で
あ
る
が
、
そ
の
糧
草
交
紗
の
支
払
に
充
て
ら
れ
る
銀
・
銭
・
物
吊
は
一
年
間
平
均
一
千
万
貫
以
上
の
額
に
も
達
し
て
い
た
と
い
う
。
こ

れ
に
加
え
て
、
交
戦
の
続
い
た
数
年
間
の
継
続
支
払
が
必
要
で
あ
っ
た
た
め
、
中
央
財
政
官
庁
た
る
三
司
は
全
く
支
払
に
窮
し
、
止
む
を

得
ず
天
子
直
轄
の
内
蔵
庫
に
緊
急
融
資
を
願
い
出
て
、
慶
暦
ニ
・
三
年
の
二
年
間
だ
け
で
も
六
百
万
匹
両
の
融
通
を
受
け
た
が
、
そ
れ
も

直
ち
に
支
払
し
尽
す
有
様
で
あ
っ
た
と
い
う
。
映
西
地
方
に
於
け
る
対
西
夏
戦
が
最
高
潮
に
達
し
て
い
た
慶
暦
初
年
軍
事
費
の
中
央
財
政

負
担
分
が
、
年
平
均
一
千
万
貫
に
も
達
し
て
い
た
こ
と
は
、
契
丹
に
対
す
る
河
北
地
方
辺
境
替
備
費
の
中
央
財
政
負
担
分
が
こ
の
頃
年
間

三
百
万
貫
程
度
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
れ
ば
、
交
戦
中
の
軍
事
費
の
異
常
な
膨
脹
ぶ
り
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
年
間
一
千
万
貫
の
軍
事
補
給
費

が
誇
張
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
西
夏
と
の
和
平
が
成
立
し
た
慶
暦
四
年
か
ら
五
年
を
経
た
皇
祐
元
年
の
軍
事
補
給
費
が
、
終
戦
処
理
や

辺
境
警
備
の
た
め
と
は
い
え
、
年
間
五
百
万
貫
を
超
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
長
編
巻
一
百
六
十
七
皇
祐
元
年
十
月
壬
戌
の
条

遣
戸
部
副
使
工
部
員
外
郎
包
極
、
典
映
西
転
運
司
議
塩
法
。
…
…
（
中
略
）
…
…
。
極
還
自
快
西
又
言
、
今
天
下
財
用
所
以
窟
乏
、

北
宋
艇
暦
年
間
の
官
売
法
下
末
塩
紗
制
度
の
混
乱
に
つ
い
て
（
幸

九
四
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ら
な
い
。

九
五

蓋
自
西
事
以
来
、
三
路
並
仰
給
三
司
、
逐
路
歳
入
糧
草
支
権
貨
務
見
銭
銀
絹
香
茶
等
、
約
数
千
萬
貫
。
是
所
入
有
限
而
出
無
限
。
安

得
不
窓
乏
也
。
…
…
（
中
略
）
…
…
。
但
令
三
路
各
自
足
用
、
則
努
凜
何
患
不
実
哉
。
只
如
快
西
、
自
有
解
塩
之
利
。
若
盛
以
付
典
‘

令
置
糧
草
‘
―
二
年
後
、
可
全
減
権
貨
務
毎
歳
見
銭
銀
絹
等
五
七
百
萬
貫
゜

と
あ
る
の
の
「
権
貨
務
毎
歳
見
銭
銀
絹
等
五
七
百
萬
貫
」
と
あ
る
記
事
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
交
戦
中
の
軍
事
補
給
費
の
巨
額
さ
が
知
ら

れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
対
西
夏
戦
に
伴
う
巨
額
の
中
央
財
政
支
出
に
対
し
て
、
中
央
財
政
の
支
柱
で
あ
る
京
師
権
貨
務
の
常
年
の
財
政
収
入
額
は

五
百
萬
貫
程
度
で
し
か
な
か
っ
た
。
宋
史
一
八
四
食
貨
志
下
六
茶
下
の
項
に

皇
祐
二
年
、
知
定
州
韓
埼
及
河
北
転
運
司
皆
以
為
言
、
下
三
司
議
。
三
司
奏
、
自
改
法
至
今
、
凡
得
穀
二
百
二
十
八
萬
餘
石
、
綿
五

十
六
萬
餘
囲
。
而
費
繕
銭
一
百
九
十
五
萬
有
奇
、
茶
塩
香
薬
又
為
紺
銭
一
千
二
百
九
十
五
萬
有
奇
。
茶
塩
香
薬
民
用
有
限
、
権
貨
務

歳
課
不
過
五
百
萬
栂
。
今
散
於
民
間
者
既
多
、
所
在
梢
而
不
筈
。

と
あ
っ
て
、
「
権
貨
務
歳
課
不
過
五
百
萬
婚
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、
そ
の
一
例
証
で
あ
る
。
こ
の
権
貨
務
歳
課
五
百
萬
婚
は
、
対
西
夏

戦
が
収
束
さ
れ
て
か
ら
数
年
後
の
皇
祐
二
年
の
記
事
に
見
え
る
額
で
あ
る
か
ら
、
対
西
夏
戦
直
前
の
額
と
は
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

け
れ
ど
も
、
権
貨
務
収
入
は
元
来
茶
・
塩
・
香
薬
・
便
銭
等
交
紗
の
発
行
に
よ
る
現
銭
収
入
が
そ
の
主
体
で
あ
り
、
こ
の
五
百
万
婚
は
そ

の
常
年
の
基
礎
収
入
額
と
し
て
引
用
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
対
西
夏
戦
前
の
京
師
権
貨
務
収
入
と
見
て
も
差
支
え
な
い
は
ず

で
あ
る
。

と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
例
証
に
よ
っ
て
、
対
西
夏
戦
に
突
入
し
た
康
定
・
慶
暦
年
間
の
京
師
権
貨
務
を
支
柱
と
す
る
中
央
財

政
の
異
常
な
収
支
不
均
衡
の
状
況
が
知
ら
れ
よ
う
。
年
間
支
出
が
収
入
の
二
倍
に
達
す
る
と
は
、
財
政
困
難
も
甚
だ
し
い
と
言
わ
ね
ば
な

北
宋
艇
暦
年
間
の
官
売
法
下
末
塩
紗
制
度
の
混
乱
に
つ
い
て
（
幸
）
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従
之
。

映
西
地
方
に
お
け
る
対
西
夏
戦
の
開
始
に
伴
う
空
前
の
糧
草
交
紗
増
発
に
応
ず
る
京
師
椎
貨
務
支
払
の
激
増
は
、
京
師
権
貨
務
年
間
収

入
五
百
万
貫
を
中
心
と
す
る
中
央
財
政
の
収
支
均
衡
を
忽
ち
失
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
財
政
困
難
を
克
服
す
る
た
め
に
、
中
央
財
政

を
管
掌
す
る
三
司
が
採
っ
た
方
策
に
三
通
り
の
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
一
は
と
り
あ
え
ず
天
子
直
轄
の
内
蔵

庫
よ
り
緊
急
融
資
を
受
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
二
は
権
貨
務
及
び
三
司
の
管
轄
す
る
財
政
収
入
を
増
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
三
は
権
貨

務
が
発
行
す
る
茶
・
塩
な
ど
の
交
紗
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
増
発
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
の
内
蔵
庫
よ
り
緊
急
融
資
を
受
け
る
他
力

依
存
の
方
策
は
、
先
掲
記
事
に
よ
っ
て
見
た
よ
う
に
、
慶
暦
二
年
・
三
年
に
計
六
百
万
匹
両
の
巨
額
融
資
を
受
け
た
の
が
限
度
の
よ
う
で

あ
る
か
ら
、
三
司
と
し
て
は
他
の
方
策
に
よ
っ
て
財
政
危
機
を
克
服
す
る
外
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
そ
れ
と
並
行
し
て
他
の
二
方
策
が
強

力
に
推
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

対
西
夏
戦
に
起
因
す
る
中
央
財
政
危
機
を
克
服
す
る
方
策
と
し
て
の
京
師
椎
貨
務
及
ぴ
三
司
管
轄
財
政
収
入
増
加
策
は
、
西
夏
と
の
交

戦
が
勃
発
し
た
宝
元
二
年
末
の
翌
康
定
元
年
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。
宋
会
要
輯
稿
（
以
下
会
要
）
食
貨
三
六
権
易
康
定
元
年
二
月
二
十

一
日
の
条
に

三
司
言
。
乞
従
京
支
乳
香
、
赴
京
東
等
路
、
委
転
運
司
均
分
於
部
下
州
軍
出
売
。
其
銭
候
及
数
目
、
即
部
押
上
京
、
充
権
貨
務
年
額
。

及
淮
南
江
浙
所
売
末
塩
、
乞
委
逐
路
転
運
司
選
官
計
度
、
於
其
州
楊
州
漣
水
軍
装
載
、
分
往
諸
州
出
売
。
其
売
到
銭
亦
部
押
上
京
。

と
あ
る
記
事
の
前
半
は
、
滞
貨
と
な
っ
て
い
た
「
乳
香
」
を
京
東
路
な
ど
の
地
方
に
て
強
制
割
嘗
販
売
さ
せ
、
そ
の
代
金
を
京
師
ま
で
護

送
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
貨
務
収
入
を
増
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
り
、
又
記
事
の
後
半
は
‘
淮
南
路
・
江
南
路
・

両
浙
路
な
ど
の
東
南
地
方
に
て
は
、
元
来
恒
常
的
な
末
塩
の
官
売
塩
法
体
制
が
運
営
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
に
一
定
量

二
、
中
央
財
政
収
入
増
加
策
の
限
界

北
宋
疫
暦
年
間
の
官
売
法
下
末
塩
紗
制
度
の
混
乱
に
つ
い
て
（
幸

九
六
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北
宋
疫
暦
年
間
の
官
売
法
下
末
塩
紗
制
度
の
混
乱
に
つ
い
て
（
幸

京
師
権
貨
務
収
入
増
加
策
に
つ
な
が
る
専
売
品
価
格
の
一
連
の
引
上
げ
の
他
に
、
こ
れ
ま
で
の
専
売
体
制
を
大
改
変
し
て
ま
で
、
よ
り

げ
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

九
七

の
末
塩
を
優
先
的
に
強
制
割
営
販
売
さ
せ
、
そ
の
代
金
を
こ
れ
又
京
師
ま
で
護
送
さ
せ
て
、
権
貨
務
収
入
を
増
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を

伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
乳
香
や
末
塩
の
臨
時
的
強
制
販
売
に
は
諸
般
の
制
約
が
あ
り
、
財
政
増
収
額
も
多
く
は
な
い
の
で
、
よ

り
巨
額
の
増
収
を
図
る
に
は
更
に
広
範
な
長
期
的
増
収
策
が
必
要
と
な
っ
た
の
は
常
然
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
翌
慶
暦
元
年
か
ら
は
、
専

売
税
収
入
の
長
期
的
増
収
を
目
的
と
す
る
茶
・
塩
・
酒
な
ど
の
専
売
品
価
格
の
値
上
げ
と
商
税
増
徴
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
長

以
権
塩
鉄
判
官
侍
御
史
菊
定
基
・
祠
部
貝
外
郎
集
賢
校
理
判
戸
部
勾
院
王
瑣
並
提
挙
計
度
江
南
東
西
荊
湖
南
北
路
塩
酒
公
事
。
瑛
言
、

四
路
民
間
塩
不
足
、
酒
課
歳
不
登
゜
請
典
定
基
倶
往
尋
。
復
命
制
置
発
運
使
楊
告
、
兼
計
度
利
害
。
…
…
（
中
略
）
…
…
。
自
是
塩
酒

課
歳
増
三
十
萬
六
千
餘
婚
。

と
あ
る
の
は
、
三
司
属
官
た
る
塩
鉄
判
官
や
戸
部
勾
院
の
官
員
が
末
塩
や
酒
な
ど
の
専
売
税
増
収
を
図
る
た
め
に
東
南
現
地
に
出
向
き
、

東
南
地
方
財
政
の
綜
合
運
営
を
管
掌
す
る
制
置
発
運
使
と
協
議
し
て
、
専
売
品
価
格
の
値
上
げ
を
実
施
し
、
相
営
の
増
収
を
得
た
こ
と
を

伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
だ
け
で
は
、
専
売
品
価
格
の
値
上
げ
は
東
南
地
方
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
他
の
記

事
を
参
照
す
れ
ば
、
映
西
地
方
や
京
東
地
方
で
も
専
売
品
価
格
の
値
上
げ
が
行
わ
れ
、
商
税
増
徴
も
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
長
編

巻
一
百
四
十
三
慶
暦
三
年
九
月
癸
巳
の
条
に

諫
官
余
靖
言
。
…
…
（
中
略
）
…
…
。
今
三
辺
有
百
萬
待
哺
之
卒
。
計
天
下
二
税
上
供
之
外
、
能
足
其
食
乎
。
故
茶
塩
酒
税
山
澤
雑

産
之
利
、
盛
帰
於
官
、
尚
猶
日
算
歳
計
、
恐
其
不
足
。
…
…
（
中
略
）
…
…
。
臣
伏
見
、
二
年
以
来
、
映
西
淮
南
江
浙
添
取
塩
酒
価

銭
、
而
民
犯
愈
多
。

と
あ
る
の
は
、
三
司
属
官
が
東
南
地
方
に
派
遣
さ
れ
た
翌
慶
暦
二
年
か
ら
は
、
映
西
地
方
な
ど
も
含
め
て
略
全
国
的
に
専
売
品
価
格
の
引
上

編
巻
一
百
三
十
三
慶
暦
元
年
九
月
乙
卯
の
条
に
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廻
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
こ
と
は
充
分
察
せ
ら
れ
る
。

と
あ
る
の
は
、
慶
暦
年
を
遡
る
こ
と
四
十
年
の
景
徳
年
間
の
専
売
税
収
入
と
慶
暦
年
間
の
収
入
と
の
比
較
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
三
数
倍
に
上
る
収
入
増
が
継
べ
て
慶
暦
年
間
増
収
策
の
結
果
で
は
な
い
に
し
て
も
、
慶
暦
年
間
の
そ
れ
が
他
の
年
間
を
大
幅
に
上

多
溺
゜

多
く
の
専
売
税
収
入
を
得
よ
ヽ
？
と
し
た
重
要
な
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
都
開
封
府
を
も
含
む
解
塩
東
塩
地
域
の
塩
法
体
制
を
通
商
塩
法
か
ら

官
売
塩
法
へ
大
改
変
さ
せ
た
苑
宗
傑
の
塩
法
で
あ
る
。
長
編
巻
一
百
三
十
五
慶
暦
二
年
正
月
戊
午
の
条
に

自
元
長
反
、
衆
兵
西
部
、
並
辺
入
中
協
粟
者
寡
、
県
官
急
於
兵
食
。
因
聴
入
中
綿
粟
、
予
券
趨
京
師
権
貨
務
受
銭
若
金
銀
、
入
中
他

貨
、
予
券
償
以
池
塩
。
…
…
（
中
略
）
…
…
。
朝
廷
知
其
弊
。
戊
午
。
用
三
司
使
挑
仲
孫
請
、
以
度
支
判
官
刑
部
員
外
郎
秘
閣
校
理

苑
宗
傑
、
為
制
置
解
塩
使
、
往
経
度
之
、
詔
復
京
師
権
法
。
宗
傑
請
、
凡
商
人
以
虚
佑
受
券
及
已
受
塩
未
翠
者
、
皆
計
直
輸
括
官
銭
゜

内
地
州
軍
民
間
塩
、
悉
収
市
入
官
、
為
置
場
増
価
而
出
之
。

と
あ
る
の
は
、
検
討
を
経
た
後
、
解
塩
官
売
塩
法
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
苑
宗
傑
の
解
塩
官
売
塩
法
は
、
僅

か
ニ
・
三
年
後
に
よ
り
有
名
な
苑
祥
の
解
塩
通
商
塩
法
に
よ
っ
て
取
っ
て
替
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
専
売
税
増
収
策
の
一
環
と

し
て
の
役
割
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
明
き
ら
か
で
あ
る
。

対
西
夏
戦
に
伴
う
中
央
財
政
収
支
の
異
常
な
不
均
衡
を
克
服
解
消
す
る
方
策
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
な
専
売
税
を
主
と
す
る
収
入
増
加

策
が
施
行
さ
れ
た
結
果
、
慶
暦
年
間
中
頃
か
ら
相
応
の
増
収
効
果
が
挙
が
っ
た
の
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
長
編
巻
二
百
九
治
平
四
年
閏

翰
林
学
士
承
旨
張
方
平
、

又
奏
疏
論
国
計
曰
‘
…
…
（
中
略
）
…
…
。
臣
慶
暦
五
年
、
取
諸
路
塩
酒
商
税
歳
課
、
比
景
徳
計
会
録
、
皆

増
及
三
数
倍
以
上
。
景
徳
中
収
商
税
四
百
五
十
餘
萬
貫
、
慶
暦
中
一
千
九
百
七
十
五
萬
餘
貫
。
景
徳
中
収
酒
課
四
百
二
十
八
萬
餘
貫
、

慶
暦
中
収
一
千
七
百
一
十
萬
餘
貫
。
景
徳
中
収
塩
税
課
三
百
三
十
五
萬
餘
貫
、
慶
歴
中
収
七
百
一
十
五
萬
餘
賞
。
但
茶
亦
有
増
而
不

二
月
丙
午
の
条
に

北
宋
塵
暦
年
間
の
官
売
法
下
末
塩
紗
制
度
の
混
乱
に
つ
い
て
（
幸

九
八
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